
愛知医療学院短期大学 

科学研究費補助金の運営・管理に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条  愛知医療学院短期大学における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費

補助金（以下「科研費」という。）の取り扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、同施行令（昭和３０年政令第２ 

５５号）、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成 

１５年１０月７日規程第１７号）、科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省告示第 

１１０号）及び研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準） 

（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定（平成２６年２月１８日改正））に定めるもの 

のほか、本規程の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条  この要綱について、次の各号に掲げる用語の定義は以下のとおりとする。 

（１） 研究者 科研費の研究代表者及び研究分担者をいう。 

（２） 直接経費 科研費の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な 

 経費をいう。 

（３） 間接経費 補助事業の実施に伴う大学管理等に必要な経費をいう。 

 

（管理責任体制） 

第３条  科研費の交付申請及び予算の執行管理、不正防止、実績報告等についての最高管理責 

任者は学長とし、統括管理責任者は副学長（経営担当）、コンプライアンス推進責任者は 

副学長（教育担当）、さらにコンプライアンス推進副責任者として学科長があたる。 

２ 各責任者の役割について 

（１）最高管理責任者は、機関全体を統括し、公的研究費に関する運営・管理について最 

終責任を負うものとする。 

研究活動上の不正行為の防止等について統括するとともに、不正行為防止のために 

構成員への啓蒙活動に努める。 

（２）統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、 

機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとする。 

公的研究費の適正な執行及び会計管理について責任を負う。 

（３）コンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者の指示の下、コンプライアンス推 

進について基本方針を策定し、統括する。コンプライアンス推進について組織を整 

備し啓蒙する。 

（４）コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者の指示の下、学科 

の構成員に対し、適切に科研費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、 

必要に応じて、コンプライアンス推進責任者に報告し、指示のもと改善を指導する。 

 

（経理事務の委任） 

第４条 学長は、科研費の経理事務を教育研究推進課・管理運営課に委任する。 

 

（科研費の受入れ及び出納保管） 

第５条 教育研究推進課は、科研費を受入れたときは、学長名義で銀行に預金し、出納保管す 

る。 



２ 預金により生じた利息は、研究代表者及び研究分担者（以下「研究者」という。）の所 

属する大学等に譲渡しなければならない。 

 

（帳簿等の整理保管） 

第６条  教育研究推進課は、収支に関する帳簿を科研費の研究課題ごとに備え、記帳整理する 

とともに関係書類を整理保管しなければならない。 

２  愛知医療学院短期大学統括管理部は、研究者に代わり科研費に係る諸手続きを行うもの 

とする。 

 

（購入等及び支払いの手続き） 

第７条  研究者は、科研費を使用するときは、交付申請書の使用内訳に基づき、法人の請求 

手続きで定める様式により教育研究推進課に提出するものとする。 

 

（設備等の寄付） 

第８条  研究者は、科研費により取得した５万円以上の設備、備品又は図書（以下「設備等」 

という。）を所属する大学等に寄付しなければならない。 

２ 研究者が直接経費により購入した設備等は、当該研究者が他の研究機関に所属するこ 

とになった場合には、その求めに応じ当該研究者に返還しなければならない。 

 

（研究支援者の雇用） 

第９条  研究者は、研究の遂行のため科学研究費補助金研究員または研究補助員（以下「研 

究支援者」という。）の雇用を必要とする場合は、学長に申請するものとする。 

２ 科学研究費補助金研究員は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。 

（1）大学院博士後期課程を修了し、博士の学位を取得した者 

（2）前号と同等と認められる者 

（3）特殊な技能や熟練した技術を有する者 

３ 研究補助員は、前項に定める以外の者とする。 

４ 研究支援者の雇用期間は、当該補助金の事業年度内とする。ただし、当該補助金によ 

る事業である研究が継続している期間を限度として、雇用を更新することができるもの 

とする。 

５ 研究支援者は、科研費による研究遂行業務のみに従事するものとする。 

６ 研究支援者の雇用に必要な経費は、直接経費を充当するものとする。 

７ 研究支援者の給与は、学長等が決定するものとする。ただし、給与及び社会保険料事 

業主負担金以外（諸手当､賞与、退職金等）は、支給しない。 

 

（会計経理基準） 

第１０条  科研費に係る物品購入等の契約基準、旅費及び謝金の支給、その他会計経理事務の 

取扱基準は、学校法人佑愛学園各規程の定めるところに準じて行うものとする。 

 

（内部監査） 

第１１条  学長等は、内部監査を実施するため､次の各号に掲げる監査担当者を委嘱する。 

（1）法人本部から１名 

（2）統括管理部から１名 

（3）リハビリテーション学科から 1 名 

２  監査担当者は、定期又は必要に応じ､随時､監査を行うものとする。 

３  法人の監事は、科研費の使用状況を監査する。 

４  経理処理については、公認会計士の監査を受けなければならない。 



５  内部監査部門と監事・公認会計士監査において、必要に応じて研究者に内容説明や事実 

確認を求めることがある。 

 

（間接経費の取扱い） 

第１２条  研究者は、間接経費の交付を受けた場合には、速やかに大学等に譲渡しなければな 

らない。 

２  大学等は、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、直接経費の残 

額の３０％に相当する額の間接経費を当該研究者に返還しなければならない。 

３  間接経費の執行に当たっては、平成１３年６月４日付け１３文科振第３６１号文部科 

学省研究振興局通知の「競争的資金の間接経費執行にかかる共通指針」（平成１３年４ 

月２０日付け競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づいて行うものと 

する。 

４  間接経費の使途は、原則として当該研究遂行に関連して間接的に必要となる管理部 

門に係る経費として使用しなければならない。 

 

（その他） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか、科研費の取扱いに関し必要な事項は、その都度学長 

が定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２1 年１１月１２日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 


